
○廿日市市事業所用省エネルギー設備導入促進補助金交付要綱

令和３年３月３１日

告示第７９号

改正 令和４年３月３１日告示第７４号

令和４年９月２７日告示第 号

（趣旨）

第１条 この要綱は、地球温暖化防止及び環境保全意識の向上を図るため、

自ら所有する事業所に省エネルギー設備の導入等を行う者に対し、予算

の範囲内において廿日市市事業所用省エネルギー設備導入促進補助金

（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、

廿日市市補助金等交付規則（平成５年規則第１０号）に規定するものの

ほか、この要綱に定めるところによる。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に

定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条

第１項各号に掲げる中小企業者をいう。

(2) 省エネルギー設備の導入等 エネルギー使用の合理化の促進、燃料

転換等により、温室効果ガスの排出量の削減に寄与する設備の導入、

改修工事及び運用改善をいう。

(3) 市内事業者 廿日市市内に事業所（本店、支店、営業所、事務所そ

の他いかなる名称であるかを問わず、事業を行うために必要な施設を

いう。）を有して事業活動を行う者をいう。

(4) 省エネルギー診断 診断実施機関が行う電力、燃料、熱等について

総合的な省エネルギー行動をサポートする診断サービスをいう。

(5) 診断実施機関 一般財団法人省エネルギーセンター及び国の補助

を受けて当該法人と同等の省エネルギー診断を行うことができると市

長が認めるものをいう。



(6) 国等補助金 国、地方公共団体（廿日市市を含む。）等が交付する

この要綱の規定による補助金以外の補助金をいう。

（補助対象事業）

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、

次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 廿日市市内の事業所において省エネルギー設備の導入等を行う事

業で、事業実施による二酸化炭素排出量削減効果を定量的に把握でき

る等、廿日市市の地球温暖化対策に資すると認められる事業であるこ

と。

(2) 第５条に定める補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）が２０万円以上であること。

(3) 補助金の交付決定後に着工し、又は着手するものであること。

(4) 国等補助金の交付を受けていないこと、又は受ける予定がないこと。

(5) 設備等の導入は、リース契約によるものでないこと。

(6) 導入する設備等は、中古のものでないこと。

(7) 省エネルギー設備の導入等を行う物件は、販売を目的とするもので

ないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める要件

（補助対象者）

第４条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する

市内事業者とする。

(1) 中小企業者

(2) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９条に規定する医療法人

(3) 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福

祉法人

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が適当と認める市内事業者

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助

対象としない。

(1) 市税（延滞金を含む。）の滞納がある者



(2) 同一年度において、補助金の交付決定を既に受けている者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者（暴

力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第２号に規定する

暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。）

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に定める風俗営業を営む者

(5) 第１５条の規定により本補助金の交付決定を取り消されたことが

ある者（第９条の規定による補助対象事業の中止の承認を受けた者を

除く。）

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

（補助対象経費）

第５条 補助対象経費は、補助事業の実施に係る別表１に掲げる経費とす

る。

２ 補助対象経費の中に補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」

という。）の自社製品、自社施工に係る調達分、又は関連事業者からの調

達分（施工を含む。）がある場合は、補助金交付の目的に鑑み、利益等排

除を行った経費を補助対象経費とするものとする。

３ 前項の場合において、申請者は、利益等排除を行った経費の算定の根

拠となる資料を提出しなければならない。

（補助金の額）

第６条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表２に定めるとおりと

する。ただし、その額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを

切り捨てるものとする。

（補助金の交付申請）

第７条 申請者は、補助事業に着手する前に、廿日市市事業所用省エネル

ギー設備導入促進補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書

類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書（別記様式第２号）



(2) 収支予算書（別記様式第３号）

(3) 省エネルギー診断報告書の写し

(4) 補助対象事業に係る２者以上の見積書の写し

(5) 導入する設備等の仕様を確認することができる書類

(6) 省エネルギー設備の導入等を行う物件の概略図

(7) 省エネルギー設備の導入等を行う物件の現況写真

(8) 市税等（その延滞金を含む。）の滞納がないことを証明する書類（申

請書を提出する日から３か月以内に発行されたものに限る。）

(9) 法人の場合は、当該法人の登記事項証明書（申請書を提出する日か

ら３か月以内に発行されたものに限る。）

(10) 個人の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の控えの写し

(11) 省エネルギー設備の導入等を行う物件が、申請者以外の者が所有

し、又は申請者以外の者と共有するものであるときは、その所有者又

は共有者全員の承諾書

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、前項各号に掲げる書類のうち他の

方法によりその内容を確認することができると認めるときは、その添付

を省略させることができる。

（市内事業者への発注）

第８条 補助事業に係る工事の発注、物品及び役務の調達等（以下「工事

の発注等」という。）に関し、市内事業者の受注の機会の増大を図るた

め、申請者が、補助事業に係る工事の発注等を行う場合において、少な

くとも１者は市内事業者から見積書を徴収するよう努めるものとする。

（補助金の交付決定）

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査

し、適当と認めるときは、補助金の交付及び額の決定を行い、廿日市市

事業所用省エネルギー設備導入促進補助金交付決定通知書（別記様式第

４号）により申請者に通知するものとする。



２ 市長は、前項の補助金の交付の決定を行う場合において、補助金の交

付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

３ 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、廿日市市事業所

用省エネルギー設備導入促進補助金不交付決定通知書（別記様式第５号）

により申請者に通知するものとする。

（補助事業の変更又は中止の申請）

第１０条 前条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者

（以下「補助事業者」という。）は、第７条に規定する申請書及び添付書

類の内容を変更しようとするとき又は事業を中止しようとするときは、

あらかじめ廿日市市事業所用省エネルギー設備導入促進補助金事業変

更・中止承認申請書（別記様式第６号）を市長に提出し、その承認を受け

なければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、廿日市市事業所用

省エネルギー設備導入促進補助金事業変更・中止承認通知書（別記様式

第７号）により補助事業者に通知するものとする。

（補助事業の着手）

第１１条 補助事業の着手は、補助金の交付の決定後に行わなければなら

ない。

（実績報告）

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該事業完了日の

翌日から起算して３０日を経過した日又は当該補助金の交付決定のあっ

た日の属する会計年度の２月末日のいずれか早い日までに、廿日市市事

業所用省エネルギー設備導入促進補助金実績報告書（別記様式第８号）

に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書（別記様式第９号）

(2) 収支決算書（別記様式第１０号）

(3) 補助対象経費に係る契約書の写し

(4) 補助対象経費の支払に係る領収書の写し

(5) しゅん工図面



(6) 完成写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

２ 市長は、補助事業者が前項の実績報告書をやむを得ない理由により期

限までに提出できないと認めた場合は、提出期限を猶予することができ

る。

（補助金の額の確定）

第１３条 市長は、前条の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調

査等により、その報告に係る内容が補助金の交付決定の内容及びこれに

付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認める

ときは、交付すべき補助金の額を確定し、廿日市市事業所用省エネルギ

ー設備導入促進補助金確定通知書（別記様式第１１号）により当該補助

事業者に通知するものとする。

（補助金の交付請求）

第１４条 補助事業者は、補助金の額の確定の通知がされたときは、速や

かに廿日市市事業所用省エネルギー設備導入促進補助金交付請求書（別

記様式第１２号）を市長に提出しなければならない。

（補助金の交付）

第１５条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、補助事業者に対し、

速やかに補助金を交付するものとする。

（補助金の交付決定の取消し）

第１６条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた

ときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消

したときは、廿日市市事業所用省エネルギー設備導入促進補助金交付決

定（一部）取消通知書（別記様式第１３号）により、補助事業者に通知す

るものとする。



（補助金の返還）

第１７条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部

を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金

が交付されているときは、廿日市市事業所用省エネルギー設備導入促進

補助金返還命令書（別記様式第１４号）により、補助事業者にその全部

又は一部の返還を命ずるものとする。

２ 前項の規定による返還命令を受けた者は、命令を受けた日から３０日

以内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

（報告、調査等）

第１８条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があ

るときは、補助事業者に対して報告を求め、当該補助金の交付に係る書

類を調査し、又は現地調査を行うことができる。

（書類の整備）

第１９条 補助事業者は、補助事業に係る収入、支出についての証拠書類

を整理し、保管しておかなければならない。

２ 前項に規定する証拠書類は、当該補助事業の完了の日から起算して減

価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）

に規定する期間（以下「処分制限期間」という。）を経過した日の属する

会計年度の末日まで保管しなければならない。

（財産処分の制限）

第２０条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用を増加し

た財産（以下「取得財産等」という。）については、市長の承認を受けな

いで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担

保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、当該取得財産等が、処分制

限期間を経過したときは、この限りではない。

２ 補助事業者は、前項に規定する承認を受けようとするときは、あらか

じめ廿日市市事業所用省エネルギー設備導入促進補助金財産処分承認申

請書（別記様式第１５号）を市長に提出し、その承認を受けなければな

らない。



（財産処分の承認）

第２１条 市長は、前条第２項の規定による申請を承認したときは、廿日

市市事業所用省エネルギー設備導入促進補助金財産処分承認通知書（様

式第１６号）により補助事業者に通知するものとする。

２ 前条第１項に規定する承認を受けた補助事業者は、当該承認に係る取

得財産等を処分したときは、速やかに処分した事実を確認できる書類の

写しを市長に提出しなければならない。

（協力の要請）

第２２条 市長は、補助事業者に対し、必要に応じて協力を求めることが

できる。

（雑則）

第２３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事

項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和３年４月１日から施行する。

附 則（令和４年３月３１日告示第７４号）

この告示は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和４年９月２７日告示第 号）

１ この告示は、令和４年９月２７日から施行する。

２ 改正後の廿日市市事業所用省エネルギー設備導入促進補助金交付要綱

の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用

し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

別表１（第５条関係）

区分 補助対象経費の内訳

設計費 補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費

本工事費 補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費

（基礎工事、据付工事、配線・配管工事、運搬費、

撤去処分費等）

附帯工事費



備考 この表に掲げる経費であっても次に掲げるものは、補助対象経費と

しない。

(1) 過剰と見なされるもの、将来用、兼用及び予備用のもの並びに補助

対象事業以外において使用することを目的としたものに係る経費並び

に新設又は拡張に要する経費

(2) 公租公課（消費税等）、官公署に支払う手数料等（印紙代等）、振

込手数料等

(3) 通信費、水道光熱費及び旅費

(4) 土地又は建物の取得、賃貸、管理等に要する費用

(5) 補助対象事業と直接関係のない工事に要した費用

別表２（第６条関係）

設備費 補助対象事業の実施に必要な機械装置・建築材料等

の購入、製造、改修等に要する費用

試験費 試験調整等に要する経費

補助対象経費

の区分

補助金の額 上限額 下限額

１００万円超 補助対象経費

の２／３以内

６，０００，０００円 ６６６，０００円

１００万円以

下

補助対象経費

の１／２以内

５００，０００円 １００，０００円


